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1．問題の所在及び目的
近年、日本においては、地域における統治をどの
ようにすればよいかということが政策課題として
掲げられ、活発に議論されている。そして、従来
の行政を中心とした地方統治の仕組みから、民間企
業、NPO、住民等をも含んだ多様な主体が参画して
地方の統治を行うことへの移行、すなわち、「ロー
カル・ガバメントからローカル・ガバナンス」への
移行が求められるようになっている 5）。そして、多
様な主体が参画するローカル・ガバナンスにおける
最も基本的な関係は、地方自治体と他組織の 2者で
構築される問題の解決へ向けての連携・協働であ
り、官民の主体間におけるパートナーシップ関係で
ある。
地方スポーツ政策においても、官民主体間におい
てパートナーシップ関係を形成し、公共的な問題を
解決していくことが重要視され始めている。財政逼
迫や担当職員不足などの問題を抱える地方自治体
のスポーツ担当部局は、地方スポーツ政策の関係主
体間で連携・協働をその解決策の一つとして認識し
ている 1）。また、日本のスポーツ基本法 3）、スポー
ツ基本計画 4）及びスポーツ立国戦略 2）など、国の
様々なスポーツ政策においても連携・協働を推進す
ることが政策課題として掲げられており、政策主体

間の連携・協働は日本のスポーツ政策における重要
な戦略の 1つである。
以上を踏まえ、本研究は、地方スポーツ政策にお
けるローカル・ガバナンスがどのような実態にある
のかを明らかにすることを目的とするものである。
また、地方自治体におけるスポーツ政策における
ローカル・ガバナンスについては、多様なアクター
との多様なネットワーク関係が考えられるが、本研
究では、特に、地方スポーツ政策の最も基本的な指
針と考えられる地方スポーツ推進計画において、ど
のような官民パートナーシップの関係が形成され
ているかに焦点を絞って研究を行うものである。

2．研究の対象及び方法
地方スポーツ政策における官民パートナーシッ
プの事例には、様々なものがある。例えば、地方自
治体は、総合型地域スポーツクラブ、体育協会、種
目別競技団体、民間スポーツクラブ、プロスポーツ
クラブ、大学等研究機関等と連携・協働して地方ス
ポーツ政策の推進に取り組んでいる。
本研究では、地方スポーツ政策における官民パー
トナーシップの典型的な事例の一つとして、日本に
おいては地方自治体と Jリーグクラブ（以下「Jク
ラブ」と略す。）を取り上げる。地方自治体の中に
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は、地域活性化やスポーツ振興を目的として Jクラ
ブとの連携協定を締結や、地方自治体と Jクラブが
連携・協働して行う事業を総合計画や地方スポーツ
推進計画上に定めるなどして、地域における諸課題
の解決を目指している事例が存在する。他方、Jク
ラブは、地域のスポーツ振興活動や社会貢献活動、
地方自治体と協力して介護予防事業などを行い 6）、
地域経済やコミュニティの活性化、高齢者の健康増
進といった地域が抱える様々な課題を解決する役
割を担っている。地方自治体は、共に地方スポーツ
政策を推進するための政策主体の一つとして J クラ
ブを位置付けており、また、J クラブ自身も、ロー
カル・ガバナンスを担う重要な主体の一つであると
いえる。
以上より、本研究では、J クラブのなかでも J1 ク
ラブ及びJ2 クラブがホームタウンとして定める地
方自治体が定める地方スポーツ推進計画を分析し、
同計画における官民パートナーシップの関係を明
らかにする（調査する計画は、2015 年11 月18 日
時点のものとする）。なお、J クラブのホームタウ
ンとして定められている地方自治体（市町村）の数
は88であり注1）、このうち地方スポーツ推進計画を
定めていたのは 61 であった。本研究では、この 61
の地方スポーツ推進計画を分析した。

3．研究の課題
第 1 に、地方スポーツ推進計画において、地方自
治体と J クラブの官民パートナーシップを明確に規
定しているのかを明らかにする。そのため、J クラ
ブのホームタウンとして定められている地方自治
体の地方スポーツ推進計画を収集し、政策体系に
位置づけられている地方自治体と J クラブとの官民
パートナーシップに関連する施策・事業等（以下、 
Jクラブ関連施策・事業）の有無を明らかにする。
第 2 に、地方自治体と J クラブの官民パートナー
シップは、どのような政策目的を達成するための手
段として位置づいているのかを明らかにする。その
ため、地方スポーツ推進計画の政策体系を分析し、
Jクラブ関連施策・事業が位置づく最も上位の項目
（計画の究極の目的とされる基本理念は除く）をそ
の目的として抽出する。

4．結果及び考察
4.1　�地方スポーツ推進計画における地方自治体と

Jクラブの官民パートナーシップの策定状況
分析の対象とした地方自治体が定める地方ス
ポーツ推進計画の数は、61であった（表 1参照）。
このうち、計画の政策体系の中に Jクラブ関連施

策・事業を明記しているものは52であった。つまり、
多くのホームタウンである地方自治体は、ある政策
目的を実現するための方策として J クラブとの連携
等を認識し、地方スポーツ推進計画の政策体系の中
に位置づけているといえる。
また、Jクラブ関連施策・事業を明記している 52
のうち、施策・事業の取り組み内容に Jクラブの固
有名詞を明記しているものは27であった。一方、J
クラブの固有名詞は明記されていないが、地方自治
体と Jクラブや他のスポーツ組織とで構成される特
別な連携組織を明記しているものは 2であった。つ
まり、地方スポーツ推進計画において、Jクラブは
地方自治体と共にスポーツ政策を推進する一主体
として明確に位置づけられているといえる。

4.2　�地方スポーツ推進計画における地方自治体と

J クラブの官民パートナーシップの目的
地方スポーツ推進計画において、地方自治体と J
クラブの官民パートナーシップはどのような政策
目的を達成するための手段として位置づいている
のかを明らかにするため、Jクラブ関連施策・事業
がどのような目的を達成するための政策体系に位
置づいているのかを分析し、それらを目的別に分類
した。その結果、Jクラブ関連施策・事業が達成し
ようとしている政策目的は 25に分類することがで
きた（表 2参照）。
この結果から、第 1に、Jクラブ関連施策・事業
の目的は、ホームタウンである地方自治体において
一様に定められているのではなく、地方自治体ごと
に独自の目的が設けられているといえる。
第 2に、各地方自治体は、これら 25類型の目的

を 1～ 5つの範囲に該当する目的に Jクラブ関連施
策・事業を位置づけていた。つまり、1つの目的の
ために Jクラブ関連施策・事業を行っている地方自
治体だけではなく、複数の目的を達成するための方
策として、Jクラブ関連施策・事業を位置付けてい
る地方自治体も存在するといえる。
第 3に、これら目的は、スポーツそのものの振興

を狙いとするもの及びスポーツを通じて他の政策
分野の目的を達成しようとするものの 2つに分ける
ことができる。
スポーツそのものの振興に該当すると考えられ
るものは、「スポーツに親しむ環境の整備充実」、「み
るスポーツの振興」、「ライフステージに応じたス
ポーツの振興」 、「競技スポーツの振興」、「地域に
おけるスポーツ・レクリエーション活動の振興」、
「スポーツに関わる人材・団体の育成」、「トップス
ポーツの推進」などである。この結果から、プロス
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表 1　地方スポーツ推進計画の策定状況及び Jクラブ関連施策・事業の有無
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ポーツ団体である Jクラブとの官民パートナーシッ
プは、スポーツそのものの振興に関わる多様な目
的の達成を実現するための方策であるといえる。ま
た、トップスポーツの推進というプロスポーツの振
興そのものを政策目的としている地方自治体も存
在するといえる。
一方、スポーツを通じて他の政策分野の目的を達
成しようとするものは、「スポーツによるまちづく
り」、「子どもの健康増進・体力向上・スポーツ機会
の充実」、「スポーツを通じた交流の促進」、「健康増
進」、「スポーツによる地域経済の活性化」、「学校体
育・スポーツの充実 」などである。この結果から、
Jクラブ関連施策・事業はまちづくり、健康増進、
経済活性化、教育などスポーツ以外の様々な分野に
おいても目的達成の手段として位置づいていると
いえる。

5．まとめ
本研究では、地方スポーツ推進計画を分析するこ
とにより、地方自治体と Jクラブの官民パートナー
シップとして、以下のことが明らかになった。
① Jクラブのホームタウンである地方自治体の多
くは、Jクラブとの官民パートナーシップを地
方スポーツ推進計画上に明記している。

② Jクラブは、地方自治体が展開するスポーツ政
策のパートナーの一つとして明確に位置づけら
れている。

表 2　地方スポーツ推進計画における地方自治体と Jクラブの官民パートナーシップの目的分類

③ 地方自治体と Jクラブとの官民パートナーシッ
プには、地方自治体ごとに独自の目的がある。

④ 地方自治体と Jクラブとの官民パートナーシッ
プの目的は、スポーツそのものの振興を狙いと
するものと、スポーツを通じて他の政策分野の
目的を達成しようとするものの 2つに分けるこ
とができる。

6．今後の課題
地方スポーツ推進計画の分析では明らかにでき
ない実際の関係や実態を、さらに質問紙調査やイン
タビュー調査などにより明らかにする。
また、地方スポーツ推進計画の記述以外に、協定
や協議会など特別な規定や制度を設けて官民パー
トナーシップを構築している事例が存在するため、
それら制度と実態との関係性を明らかにする必要
がある。
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注　記
注 1） J リーグ規約 2014 で定められている J1 会員

及び J2会員である Jクラブが定めるホームタ
ウン、及び 2015年 5月 21日づけで Jリーグ理
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事会により追加承認されホームタウンとなっ
たものの合計数。また、J リーグ規約 2014 に
おいて、ホームタウンが「～市を中心とする
全県」と示されている場合、都道府県は含まず、
記載されている地方自治体のみをホームタウ
ンとして認定し、分析の対象とした。
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